
令和２年度診療報酬改定における主要改定項目 

（病院・診療所薬剤師関係） 

 

令和２年３月５日 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 

 

●Ａ２４４病棟薬剤業務実施加算 

 

評価の見直し １ 病棟薬剤業務実施加算１（週１回）   100点 → 120点 

２ 病棟薬剤業務実施加算２（１日につき） 80点 → 100点 

 

 

算定対象病棟の追加 【ハイケアユニット入院管理料】 

［留意事項］ 

（２） 病棟薬剤業務実施加算の「２」については、区分番号「Ａ３００」救命救急入院

料、区分番号「Ａ３０１」特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３０１－２」ハイ

ケアユニット入院医療管理料、区分番号「Ａ３０１－３」脳卒中ケアユニット入院

医療管理料、区分番号「Ａ３０１－４」小児特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ

３０２」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「Ａ３０３」総合周産期特定集

中治療室管理料のいずれかを算定している患者に対して、薬剤師が病棟において病

院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務

を実施している場合に算定する。 

 

病棟薬剤業務の見直し 

［留意事項］ 

(３) 病棟薬剤業務とは、次に掲げるものであること。 

イ 医薬品医療機器情報配信サービス（PMDAメディナビ）によるなど、インターネッ

トを通じて常に最新の医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報、製

造販売業者が作成する医薬品リスク管理計画（ＲＭＰ：Risk Management Plan）に

関する情報、医薬品・医療機器等の回収等の医薬品情報の収集を行うとともに、重

要な医薬品情報については、医療従事者へ周知していること。 

 

 

●薬剤師の常勤配置に係る施設基準 

 

 常勤薬剤師の複数配置を求めている要件について、週３日以上かつ週２２時間以上の勤

務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とする（ただし、

１名は常勤薬剤師であることが必要）。 



 

【病棟薬剤業務実施加算】 ※薬剤管理指導料についても同様 

［施設基準］ 

（１） 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、２名以上配置されているとともに、病棟薬

剤業務の実施に必要な体制がとられていること。なお、週３日以上常態として勤務

しており、かつ、所定労働時間が週２２時間以上の勤務を行っている非常勤薬剤師

を２名組み合わせることにより、当該常勤薬剤師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれ

らの非常勤薬剤師が配置されている場合には、これらの非常勤薬剤師の実労働時間

を常勤換算し常勤薬剤師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤薬剤

師に算入することができるのは、常勤薬剤師のうち１名までに限る。 

なお、病棟薬剤業務実施加算を算定できない手術室、治療室及び特殊疾患病棟院

料等の特定入院料（病棟単位で行うものに限る。）を算定する病棟においても、病棟

薬剤業務の実施に努めること。 

（５） 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設（以下「医薬品情報管理室」と

いう。）を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。なお、院

内からの相談に対応できる体制とは、当該保険医療機関の医師等からの相談に応じ

る体制があることを当該医師等に周知していればよく、医薬品情報管理室に薬剤師

が常時配置されている必要はない。 

 

 

●Ａ２３３-２栄養サポートチーム加算（週１回） 

 

算定対象病棟の追加 【結核病棟入院基本料】、【精神病棟入院基本料】、 

【特定機能病院入院基本料（結核病棟、精神病棟）】 

 

算定要件の見直し 

栄養サポートチーム加算注２について、栄養治療実施計画の写しを診療録に添付すれば

良いこととし、診療録への記載を、算定に当たっての留意事項として求めないこととす

る。 

［留意事項］※外来緩和ケア管理料注４についても同様 

(８) 「注２」に規定する点数を算定する場合は、栄養サポートチームの医師、看護 

師、薬剤師及び管理栄養士の全てが、栄養治療実施計画に基づき実施した治 

療等を診療録に記載すること。   →削除 

 

 

●Ａ２３４-２抗菌薬適正使用支援加算 

 

 抗菌薬適正使用支援加算について、感染防止対策地域連携加算の加算から、感染防止対



策加算１の加算に見直す。 

 抗菌薬適正使用支援加算に係る院内研修を院内感染対策に係る研修と併せて実施してよ

いことを明確化する。 

 抗菌薬適正使用支援チームの業務の実態等を踏まえ、抗菌薬適正使用支援加算について

外来における抗菌薬の使用状況の把握を含め要件を見直す。 

 

［算定要件］ 

注３ 感染防止対策加算１を算定する場合について、抗菌薬の適正な使用の支援に関する

体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局

長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、抗菌薬適正使用支援加

算として、100点を更に所定点数に加算する。 

 

［施設基準］ 

(１) 感染防止対策加算１に係る届出を行っていること。 

(４) 抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行うこと。 

ア 抗ＭＲＳＡ薬及び抗緑膿菌作用のある抗菌薬を含めた広域抗菌薬等の特定の抗菌薬

を使用する患者、菌血症等の特定の感染症兆候のある患者、免疫不全状態等の特定の

患者集団など感染症早期からのモニタリングを実施する患者を施設の状況に応じて設

定する。 

オ 当該保険医療機関の外来における過去１年間の急性気道感染症及び急性下痢症の患

者数並びに当該患者に対する経口抗菌薬の処方状況を把握する。 

カ 抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年２回実施する。なお、当

該院内研修については、感染防止対策加算に係る院内感染対策に関する研修と併せて

実施しても差し支えない。また、院内の抗菌薬使用に関するマニュアルを作成する。

当該院内研修及びマニュアルには、「抗微生物薬適正使用の手引き」（厚生労働省健康

局結核感染症課）を参考に、外来における抗菌薬適正使用に係る内容も含めること。

なお、令和２年３月 31日時点で抗菌薬適正使用支援加算の届出を行っている保険医療

機関にあっては、令和２年９月 30日までの間に限り、当該基準を満たしているものと

みなす。 

(５) 抗菌薬適正使用支援チームが、抗菌薬適正使用支援加算を算定していない医療機関

から、抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受ける体制を整備していること。ま

た、抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受ける体制があることについて、１の

（７）に規定する定期的なカンファレンスの場を通じて、他の医療機関に周知するこ

と。 

 

 

●Ａ２４３後発医薬品使用体制加算（入院初日） 

 



 後発医薬品使用体制加算について、加算４を廃止するとともに、使用数量割合の高い医

療機関に対する評価を充実させる。 

 

評価の見直し 

後発医薬品使用体制加算１（８５％以上）  45点 → 47点 

後発医薬品使用体制加算２（８０％以上）  40点 → 42点 

後発医薬品使用体制加算３（７０％以上）  35点 → 37点 

後発医薬品使用体制加算４（６０％以上）  22点 → 削除 

 

 

●入院時支援加算（Ａ２４６入退院支援加算） 

 

入院時支援加算について、関係職種と連携して入院前にア～クの項目を全て実施し、病

棟職員との情報共有や患者又はその家族等への説明等を行う場合の要件及び評価を見直

す。 

 

評価の見直し  入院時支援加算  200点→ イ 入院時支援加算１   230点 

ロ 入院時支援加算２   200点 

 

［算定要件］ 

注７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届

け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対

して、入院前に支援を行った場合に、その支援の内容に応じて、次に掲げる点数をそ

れぞれ更に所定点数に加算する。 

イ 入院時支援加算１ 230点 

ロ 入院時支援加算２ 200点 

 

［留意事項］ 

(20) 「注７」に規定する入院時支援加算を算定するに当たっては、入院の決まった患者

に対し、入院中の治療や入院生活に係る計画に備え、入院前に以下のアからクまで

（イについては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ）を実施し、その内容を踏

まえ、入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先

の病棟職員と共有した場合に算定する。入院前にアからク（イについては、患者が要

介護又は要支援状態の場合のみ）までを全て実施して療養支援の計画書（以下「療養

支援計画書」という。）を作成した場合は入院時支援加算１を、患者の病態等によりア

からクまでの全ては実施できず、ア、イ及びク（イについては、患者が要介護又は要

支援状態の場合のみ）を含む一部の項目を実施して療養支援計画書を作成した場合

は、入院時支援加算２を算定する。 



ア 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握 

イ 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握 

ウ 褥瘡に関する危険因子の評価 

エ 栄養状態の評価 

オ 服薬中の薬剤の確認 

カ 退院困難な要因の有無の評価 

キ 入院中に行われる治療・検査の説明 

ク 入院生活の説明 

(21) 「注７」に規定する入院時支援加算を算定するに当たって、作成した療養支援計画

書を、患者の入院前に入院予定先の病棟職員に共有すること。また、当該計画書につ

いては、入院前又は入院日に患者又はその家族等に説明を行い交付するとともに、診

療録に添付又は記載すること。なお、第１章第２部の通則７の規定に基づき作成する

入院診療計画書等をもって、当該計画書としても差し支えない。 

(22) 患者の栄養状態の評価や服薬中の薬剤の確認に当たっては、必要に応じて、管理栄

養士や薬剤師等の関係職種と十分に連携を図ること。 

(23) 「注８」に規定する総合機能評価加算については、介護保険法施行令第２条各号に

規定する疾病を有する 40歳以上 65歳未満である者又は 65歳以上である者について、

身体機能や退院後に必要となりうる介護サービス等について総合的に評価を行った上

で、当該評価の結果を入院中の診療や適切な退院支援に活用する取組を評価するもの

である。 

(24) 「注８」に規定する総合機能評価加算は、患者の病状の安定が見込まれた後できる

だけ早期に、患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な評価

（以下「総合的な機能評価」という。）を行った上で、結果を踏まえて入退院支援を行

った場合に算定する。 

(25) 総合的な機能評価に係る測定は、医師又は歯科医師以外の医療職種が行うことも可

能であるが、当該測定結果に基づく評価は、研修を修了した医師若しくは歯科医師、

総合的な機能評価の経験を１年以上有する医師若しくは歯科医師又は当該患者に対す

る診療を担う医師若しくは歯科医師が行わなければならない。なお、総合的な機能評

価の実施に当たっては、関係学会等より示されているガイドラインに沿った適切な評

価が実施されるよう十分留意すること。 

(26) 総合的な機能評価の結果については、患者及びその家族等に説明するとともに、説

明内容を診療録に記載又は添付すること。 

 

 

●Ａ２５０薬剤総合評価調整加算 

 

 薬剤総合評価調整加算について、処方の総合的な評価及び調整の取り組みと、減薬に至

った場合に分けた段階的な報酬体系とする。 



 

評価の見直し 

薬剤総合評価調整加算（退院時１回）  250点 → 100点 

薬剤調整加算             （新設）   150点 

 

 

［算定要件］ 

注１ 入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時１回に限り所定点

数に加算する。 

イ 入院前に６種類以上の内服薬（特に規定するものを除く。）が処方されていた患者

について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、か

つ、療養上必要な指導を行った場合 

ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院１年前のいずれか遅い時点

で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内

容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を

行った場合 

２ 次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加算として 150点を更に所定点数に加算す

る。 

イ 注１のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が２種類以

上減少した場合 

ロ 注１のロに該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が２種類

以上減少した場合その他これに準ずる場合 

 

［留意事項］ 

（１) 「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の薬剤が処方されている患者で

あって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあ

るものに対して、処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、

当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる

指導等を全て実施している場合に算定する。 

ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏ま

え、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。 

イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医

師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な

評価を行い、適切な用法及び用量への変更、副作用の被疑薬の中止及びより有効

性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容

や変更の要点を診療録等に記載する。 

ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有

した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者



に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行う。なお、ここでいう

ポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して

薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につなが

る状態」をいう。 

エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無ついて、多職種で確認し、必要に

応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。 

(２) 「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間

以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合

において、「特に規定するもの」として、屯服薬については内服薬の種類数から除外す

る。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数か

らは除外する。 

(３) 「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年

前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算

定する。 

(４) 当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、

散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。 

(５) 「注 1 のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第

５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。 

(６) 医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する

処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保

険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、必

要に応じ医師に情報提供を行う。 

(７) 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適

正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編

（療養環境別））」（厚生労働省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全

な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。 

(８) 患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、

「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等

を参考にすること。 

(９) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係

る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少又は合剤への変更等により、

退院時に処方される内服薬が減少したことを評価したものである。 

(10) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係

る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状

態が４週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数

が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算

を用いた評価を行う場合には、別紙 36 の２に示す係数を用い、クロルプロマジン換

算で 2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で 1,000mg 以上



減少した場合を含めることができる。 

(11) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内

服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した

量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

(12) 「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の

保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合につ

いては、区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保

険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及

び各保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載

すること。 

(13) 「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番

号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回

の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から、更に２種類以上減少しているときに

限り新たに算定することができる。 

 

 

●早期栄養介入管理加算（Ａ３０１特定集中治療室管理料） 

 

新設     早期栄養介入管理加算（１日につき）  400点 

 

［算定要件］ 

注５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届

け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から経腸栄養等の必要な栄養管

理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して７日を限

度として 400点を所定点数に加算する。 

 

［留意事項］ 

（５） 「注５」に掲げる早期栄養介入管理加算は、重症患者の特定集中治療室への入室

後、早期（48時間以内）に管理栄養士が特定集中治療室の医師、看護師、薬剤師等

と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を実施し

た場合の評価である。 

 

●医療安全管理体制の基準 

 

 安全管理の責任者で構成される会議等について、安全管理の責任者が必ずしも対面でな

くてよいと判断した場合においては、ICTを活用する等の対面によらない方法でも開催可

能とする。 

 



【医療安全管理体制の基準】 

※院内感染防止対策の基準、Ａ２３４医療安全対策加算も同様 

(４) 安全管理のための委員会が開催されていること。 

安全管理の責任者等で構成される委員会が月１回程度開催されていること。 

なお、安全管理の責任者が必ずしも対面でなくてよいと判断した場合においては、当

該委員会を対面によらない方法で開催しても差し支えない。 

 

 

●特定薬剤治療管理料（Ｂ００１特定疾患治療管理料） 

 

算定要件の見直し 

［算定要件］ 

注７ イについては、入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているものに対し

て、同一暦月に血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づ

き、投与量を精密に管理した場合は、１回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に

限り、530点を所定点数に加算する。 

注８ イについては、注６及び注７に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管

理に係る薬剤の投与を行った場合は、１回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に

限り、280点を所定点数に加算する。 

注９ イについては、ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後の患者であ

って、２種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、

同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の

投与量を精密に管理した場合は、６月に１回に限り 250点を所定点数に加算する。 

注 10 イについては、エベロリムスを投与している臓器移植後の患者であって、２種類以

上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同一暦月に血中

の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に

管理した場合は、エベロリムスの初回投与を行った日の属する月を含め３月に限り月

１回、４月目以降は４月に１回に限り 250点を所定点数に加算する。 

 

［留意事項］ 

サ 免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者については、臓器移植を行った日の属す

る月を含め３月に限り、臓器移植加算として「注６」に規定する加算を算定し、「注８」

に規定する初回月加算は算定しない。また、「注６」に規定する加算を算定する場合に

は、「注９」及び「注 10」に規定する加算は算定できない。 

シ 「注７」に規定する加算は、入院中の患者であって、バンコマイシンを数日間以上投

与しているものに対して、バンコマイシンの安定した血中至適濃度を得るため頻回の測

定が行われる初回月に限り、初回月加算（バンコマイシンを投与した場合）として「注

７」に規定する加算を算定し、「注８」に規定する加算は別に算定できない。 



ス 「注８」に規定する初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため

頻回の測定が行われる初回月に限り算定できるものであり、薬剤を変更した場合におい

ては算定できない。 

セ 「注９」に規定する加算を算定する場合は、ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度

測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を記載すること。 

ソ 「注 10」に規定する加算を算定する場合は、エベロリムスの初回投与から３月の間に

限り、当該薬剤の血中濃度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を記載

すること。 

タ 「注９」及び「注 10」に規定する加算は同一月内に併せて算定できない。 

 

 

●がん患者指導管理料「ハ」（Ｂ００１特定疾患治療管理料） 

 

算定要件の見直し 

［留意事項］ 

ウ 指導内容等の要点を診療録若しくは薬剤管理指導記録に記載又は説明に用いた文書の写

しを診療録等に添付すること。 

 

 

●外来緩和ケア管理料（Ｂ００１特定疾患治療管理料） 

 

 算定対象患者として、末期心不全及び後天性免疫不全症候群の患者を追加する。 

［算定要件］ 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届

け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の患者以外の患者（症状緩和

を目的として麻薬が投与されている患者に限る。）に対して、当該保険医療機関の保険

医、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行った場合に、月１回に限り算

定する。 

［留意事項］ 

（１) 外来緩和ケア管理料については、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を

投与している入院中の患者以外の悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の

患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症

状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係るチーム（以下「緩和

ケアチーム」という。）による診療が行われた場合に算定する。 

 

 

●Ｂ００４退院時共同指導料１、Ｂ００５退院時共同指導料２ 

 



算定要件の見直し 

［留意事項］ 

(３) 行った指導の内容等について、要点を診療録等に記載し、又は患者若しくはその家

族等に提供した文書の写しを診療録等に添付する。 

(８) 退院時共同指導料１の「注１」及び退院時共同指導料２の「注１」の共同指導は対

面で行うことが原則であるが、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合で

も算定可能である。 

 

 

●Ｂ０１４退院時薬剤情報連携加算 

 

入院前の処方薬の内容に変更、中止の見直しがあった場合について、退院時に見直しの

理由や見直し後の患者の状態を記載した文書を薬局に対して情報提供を行った場合につい

て、退院時薬剤情報管理指導料の加算を新設する。 

 

新設     退院時薬剤情報連携加算  60点 

 

［算定要件］ 

２ 保険医療機関が、入院前の内服薬の変更をした患者又は服用を中止した患者につい

て、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、その理由や変更又は

中止後の当該患者の状況を文書により提供した場合に、退院時薬剤情報連携加算とし

て、60点を所定点数に加算する。 

 

［留意事項］ 

(７) 「注２」に規定する退院時薬剤情報連携加算は、地域における継続的な薬学的管

理指導を支援するため、医療機関から保険薬局に対して、患者の入院前の処方薬の

変更又は中止に関する情報や変更又は中止後の患者の状態等に関する情報を提供す

ることを評価するものである。 

(８) 「注２」に規定する退院時薬剤情報連携加算は、退院時薬剤情報管理指導料の算

定対象となる患者であって、入院前の処方の内容に変更又は中止の見直しがあった

ものに対して、患者又はその家族等の同意を得て、退院時に見直しの理由や見直し

後の患者の状態等を、患者又はその家族等の選択する保険薬局に対して、文書で情

報提供を行った場合に、退院の日に１回に限り算定する。なお、患者１人につき複

数の保険薬局に対し情報提供を行った場合においても、１回のみの算定とする。 

(９) 保険薬局への情報提供に当たっては、「薬剤管理サマリー」（日本病院薬剤師会）

等の様式を参照して情報提供文書を作成し、当該文書を患者若しくはその家族等又

は保険薬局に交付する。この場合において交付した文書の写しを診療録等に添付す

る。 



 

 

●Ｂ０１５精神科退院時共同指導料 

 

 精神科病棟に入院中の患者に対して、入院医療を提供する保険医療機関の多職種チーム

と、地域において当該患者の外来又は在宅医療を担う保険医療機関の多職種チームが、退

院後の療養等について共同で指導等を行った場合の評価を新設する。 

 

新設  精神科退院時共同指導料 

１ 精神科退院時共同指導料１（外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機

関の場合 

イ 精神科退院時共同指導料（Ⅰ）  1500点 

ロ 精神科退院時共同指導料（Ⅱ）   900点 

２ 精神科退院時共同指導料２ 

（入院医療を提供する保険医療機関の場合）   700点 

 

［留意事項］ 

 (２) 「１」の「イ」については、精神病棟に入院中の患者であって、精神保健福祉法第

29条又は第 29条の２に規定する入院措置に係る患者、心神喪失等の状態で重大な他

害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成 15年法律第 110号）第 42条

第１項第１号又は第 61条第１項第１号に規定する同法による入院又は同法第 42条第

１項第２号に規定する同法による通院をしたことがある患者又は当該入院の期間が１

年以上の患者（以下、この区分において「措置入院患者等」という。）に対して、当

該保険医療機関の多職種チームが、当該患者が入院中の保険医療機関の多職種チーム

とともに、共同指導を行った場合に算定すること。なお、共同指導を行う当該保険医

療機関の多職種チームには、以下のアからウまでの職種がそれぞれ１名以上参加して

いること。また、必要に応じてエからコまでの職種が参加していること。ただし、ア

からカまでについては、当該保険医療機関の者に限る。 

ア 精神科の担当医 

イ 保健師又は看護師（以下、この区分において「看護師等」という。） 

ウ 精神保健福祉士 

エ 薬剤師 

オ 作業療法士 

カ 公認心理師 

キ 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師

等 

ク 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの作業療

法士 



ケ 市町村若しくは都道府県、保健所を設置する市又は特別区等（以下、この区分

において「市町村等」という。）の担当者 

コ その他の関係職種 

(３) 「１」の「ロ」については、「１」の「イ」以外の患者であって、平成 28～30年度

厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包

括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、別紙 51に掲げる「包括的

支援マネジメント 実践ガイド」における「包括的支援マネジメント 導入基準」を

一つ以上満たした、療養生活環境の整備のため重点的な支援が必要な患者に対して、

当該保険医療機関の多職種チームが、当該患者が入院中の保険医療機関の多職種チー

ムとともに、共同指導を行った場合に算定すること。なお、共同指導を行う当該保険

医療機関の多職種チームには、(２)のア又はイ及びウの職種がそれぞれ１名以上参加

していること。また、必要に応じてエからコまでの職種が参加していること。ただ

し、アからカまでについては、当該保険医療機関の者に限る。 

(６) 「２」については、(５)に規定する患者に対して、当該保険医療機関の精神科 

の医師、看護師等及び精神保健福祉士並びに必要に応じて薬剤師、作業療法 

士、公認心理師、在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ス 

テーションの看護師等若しくは作業療法士又は市町村等の担当者等が共同指 

導を行った場合に算定すること。 

 

 

●Ｃ１０１在宅自己注射指導管理料 

在宅自己注射指導管理料について、バイオ後続品に関する情報を患者に提供した上で、

当該患者の同意を得て、バイオ後続品を導入した場合の評価を新設する。 

 

新設     バイオ後続品導入初期加算  150点 

 

［算定要件］ 

４ 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイ

オ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算し

て３月を限度として、150点を所定点数に加算する。 

 

［留意事項］ 

(12) 「注４」にて規定するバイオ後続品導入初期加算については、当該患者に対して、

バイオ後続品の有効性や安全性等について説明した上で、バイオ後続品を処方した場

合に、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して、３月に限り、月１

回に限り算定する。「バイオ後続品を処方した場合」とは、バイオ後続品の一般的名称

で処方した場合（例えば、「○○○○○○（遺伝子組換え）［●●●●●後続１］」と処

方した場合をいう。）又はバイオ後続品の販売名で処方した場合（例えば、「●●●●



● ＢＳ注射液 含量 会社名」と処方した場合をいう。）をいう。 

(13) 「注２」及び「注３」に規定する導入初期加算並びに「注４」に規定するバイオ後

続品導入初期加算は、対面診療を行った場合に限り、算定できる。 

 

 

●Ｆ０００調剤料、Ｆ４００処方箋料、Ｆ５００調剤技術基本料 

 

評価の見直し 

【調剤料】 

１ 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合 

イ 内服薬、浸煎薬及び頓服薬（１回の処方に係る調剤につき）9点 → 11点 

ロ 外用薬（１回の処方に係る調剤につき）         6点 → 8点 

２ 入院中の患者に対して投薬を行った場合（１日につき）   7点 

 

【処方箋料】 

７ 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の 

内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付１回につきそれぞれ所定点 

数に加算する。 

イ 一般名処方加算１ 6点 → 7点 

ロ 一般名処方加算２ 4点 → 5点 

 

【調剤技術基本料】 

１ 入院中の患者に投薬を行った場合 42点 

２ その他の患者に投薬を行った場合 8点 → 14点 

 

 

●連携充実加算（Ｇ注射：外来化学療法加算） 

 

 医療機関と薬局との連携強化やきめ細かな栄養管理を通じてがん患者に対するより質の

高い医療を提供する観点から、外来化学療法加算の評価を見直す。 

 

新設     連携充実加算（月１回）  150点 

 

 

［算定要件］ 

イ 外来化学療法加算１ 

( 1 ) 抗悪性腫瘍剤を注射した場合 

①  15歳未満 820点 



②  15歳以上 600点 

通則７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

届け出た保険医療機関において、前号のイの( 1 )を算定した患者に対して、当該保

険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治療

計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った

場合に、連携充実加算として、月１回に限り 150点を所定点数に加算する。 

 

［留意事項］ 

(５) 「通則７」に規定する連携充実加算については、外来化学療法加算１を届け出た保

険医療機関において、入院中の患者以外の悪性腫瘍の患者に対して、外来化学療法加

算１（抗悪性腫瘍剤を注射した場合）を算定する日に、次に掲げる全ての業務を実施

した場合に月１回に限り算定する。 

ア 化学療法の経験を有する専任の医師又は化学療法に係る調剤の経験を有する専任

の薬剤師が必要に応じてその他の職種と共同して、患者に注射又は投薬されている

抗悪性腫瘍剤等の副作用の発現状況を評価するとともに、副作用の発現状況を記載

した治療計画等の治療の進捗に関する文書を患者に交付すること。また、当該文書

に次に掲げる事項が記載されていること。 

 （イ） 患者に実施しているレジメン 

 （ロ）当該レジメンの実施状況 

 （ハ）患者に投与した抗悪性腫瘍剤等の投与量 

 （ニ）主な副作用の発現状況（「有害事象共通用語規準 v5.0 日本語訳 JCOG版」に基

づく副作用の重篤度のスケール（Grade）及び関連する血液・生化学的検査の

結果等） 

 （ホ）その他医学・薬学的管理上必要な事項 

イ 治療の状況等を共有することを目的に、交付した治療計画等の治療の進捗に関する

文書を他の保険医療機関又は保険薬局の医師又は薬剤師に提示するよう患者に指導を

行うこと。 

ウ 他の保険医療機関又は保険薬局から服薬状況、抗悪性腫瘍剤等の副作用等に関する

情報が提供された場合には、必要な分析又は評価等を行うこと。 

エ 悪性腫瘍の治療を担当する医師の診察に当たっては、あらかじめ薬剤師、看護師等

と連携して服薬状況、抗悪性腫瘍剤等の副作用等に関する情報を収集し、診療に活用

することが望ましい。 

オ 療養のため必要な栄養の指導を実施する場合には、管理栄養士と連携を図ること。 

 

［施設基準］ 

(１) 外来化学療法加算１に係る届出を行っていること。 

(２) １の（６）に規定するレジメンに係る委員会に管理栄養士が参加していること。 

(３) 地域の保険医療機関及び保険薬局との連携体制として、次に掲げる体制が整備され



ていること。 

ア 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンを当該保険医療機関のホーム

ページ等で閲覧できるようにしておくこと。 

イ 当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務

する薬剤師等を対象とした研修会等を年１回以上実施すること。 

ウ 他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関する照会や患者の状況に関す

る相談及び情報提供等に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホ

ームページや研修会等で周知すること。 

(４) 外来化学療法を実施している保険医療機関に５年以上勤務し、栄養管理（悪性腫瘍

患者に対するものを含む。）に係る３年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤

務していること。 

(５) 令和２年３月 31日時点で外来化学療法加算１の届出を行っている保険医療機関につ

いては、令和２年９月 30日までの間に限り、上記（３）のイの基準を満たしているも

のとする。 

 

 

●摂食嚥下支援加算（Ｈ００４摂食機能療法） 

 

摂食機能療法の経口摂取回復促進加算について、多職種チームによる介入を評価できる

よう、要件及び評価を見直すとともに名称の変更を行う。 

 

【摂食嚥下支援加算（摂食機能療法）】 

［算定要件］ 

注３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届

け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の保険医、看護師、言語聴覚士、薬

剤師、管理栄養士等が共同して、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行

った場合に、摂食嚥下支援加算として、週１回に限り 200点を所定点数に加算する。 

 

［留意事項］ 

 (８) 「注３」に掲げる摂食嚥下支援加算は、アからウまでの要件をいずれも満たす場合

に算定する。 

ア 摂食嚥下支援チームによる対応を開始する際には、当該患者の診療を担う医師、看

護師等と共同の上、当該チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に

基づいて摂食嚥下支援計画書を作成すること。なお、すでに摂食機能療法を実施中で

あり、当該計画書が作成されている場合には、当該チームにより見直しを行うことと

しても差し支えない。当該計画書について、その内容を患者又はその家族等に説明の

上交付するとともに、その写しを診療録等に添付すること。 

イ アを実施した患者について、月に１回以上、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を



実施すること。当該検査結果等を踏まえて、摂食嚥下支援チームにより、摂食嚥下支

援計画書等の見直しに係るカンファレンスを週に１回以上行うこと。当該カンファレ

ンスには、当該チームの構成員である医師、看護師、言語聴覚士、薬剤師及び管理栄

養士が参加していること。 

ウ 摂食嚥下支援チームは、カンファレンスの結果に基づき、摂食嚥下支援計画書の見

直し、嚥下調整食の見直し（嚥下機能の観点から適切と考えられる食事形態に見直す

ことや量の調整を行うことを含む。）及び摂食方法の調整や口腔管理等の見直しを行

い、患者又はその家族等への指導管理を行うこと。カンファレンスの結果を踏まえて

計画書等の見直しを行った際には、見直しの要点を診療録等に記載、又は、計画書の

写しを診療録等に添付すること。 

 

［施設基準］ 

（１) 保険医療機関内に、以下から構成される摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る

専門知識を有した多職種により構成されたチーム（以下「摂食嚥下支援チーム」とい

う。）が設置されていること。ただし、カについては、歯科医師が摂食嚥下支援チーム

に参加している場合に限り必要に応じて参加していること。 

ア 専任の常勤医師又は常勤歯科医師 

イ 摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を５年以上有する看 

護師であって、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看 

護師 

ウ 専任の常勤言語聴覚士 

エ 専任の常勤薬剤師 

オ 専任の常勤管理栄養士 

カ 専任の歯科衛生士 

キ 専任の理学療法士又は作業療法士 

 (３) 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週１回 

以上のカンファレンスについては、摂食嚥下支援チームのうち、常勤の医師又 

は歯科医師、常勤の看護師、常勤の言語聴覚士、常勤の薬剤師及び常勤の管 

理栄養士が参加していること。なお、歯科衛生士及び理学療法士又は作業療 

法士については、必要に応じて参加することが望ましい。 

 

 

●Ｉ００２通院・在宅精神療法 

 

新設    療養生活環境整備指導加算（月１回）  250点 

 

【療養生活環境整備指導加算】 

［算定要件］ 



１ 通院精神療法 

注８ １を算定する患者であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して 

いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険 

医療機関における直近の入院において、区分番号Ｂ０１５に掲げる精神科退院 

時共同指導料１を算定した患者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、 

保健師、看護師又は精神保健福祉士が、療養生活環境を整備するための指導 

を行った場合に、療養生活環境整備指導加算として、初回算定日の属する月 

から起算して１年を限度として、月１回に限り 250点を所定点数に加算する。 

 

［留意事項］ 

(21) 「注８」に規定する療養生活環境整備指導加算は、通院・在宅精神療法の「１」を

算定する患者について、当該保険医療機関における直近の入院において、区分番号

「Ｂ０１５」精神科退院時共同指導料の「１」精神科退院時共同指導料１を算定した

患者であって、退院した日の属する月の翌月末日までに当該保険医療機関を受診した

もの又はその家族等に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又

は精神保健福祉士が、療養生活環境を整備するための指導を行った場合に月１回に限

り算定できる。なお、実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。 

ア 当該患者の支援方針等について、多職種が共同して、３月に１回の頻度 

でカンファレンスを実施すること。また、カンファレンスには、以下の（イ） 

から（ハ）の職種がそれぞれ１名以上参加していること。なお、必要に応じ 

て、（ニ）から（ヌ）の職種が参加すること。ただし、（イ）から（ヘ）について 

は、当該保険医療機関の者に限る。 

（イ） 当該患者の診療を担当する精神科の医師 

（ロ） 保健師又は看護師（以下、この項において「看護師等」という。） 

（ハ） 精神保健福祉士 

（ニ） 薬剤師 

（ホ） 作業療法士 

（ヘ） 公認心理師 

（ト） 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの

看護師等 

（チ） 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの

作業療法士 

（リ） 市町村若しくは都道府県等の担当者 

（ヌ） その他の関係職種 

 

 


